
外
流
出
が
続
き
、

の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
優
れ
た
伝
統
的
技
法
も
絶
減
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た

こ
の
点
は
河
瀕
の
記
憶
違
い
で
あ

世
間
境
遇
の
如
何
に
依
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
違
ふ

も
の
か
と
嘆
息
し
た
こ
と
で
す
。
こ
の
博
覧
會
出
品
の
報
告
書
は
、
各
部

の
主
任
で
出
来
ま
し
た
が
、
私
は
特
に
美
術
部
に
就
き
意
見
書
を
出
し
ま

し
た
。
然
る
に
こ
の
時
は
、
大
久
保
内
務
卿
が
兇
刃
に
什
れ
て
、
今
の
伊

藤
侯
が
代
つ
て
内
務
卿
に
な
っ
た
、
此
の
人
は
営
時
西
洋
の
空
氣
の
外
、

思
想
を
引
か
ぬ
人
で
し
た
か
ら
、
恐
ら
く
は
私
の
意
見
書
の
如
き
も
の
は

手
に
も
取
ら
な
か
っ
た
だ
ら
う
と
思
ふ
。

（
「
美
術
界
の
今
昔
」
河
瀬
秀
治
談

『日
本
美
術
』
第
八
十
号。
明
治
一――
十
八
年
十
月
）

こ
の
よ
う
に
博
覧
会
主
催
者
側
の
人
々
の
中
に
伝
統
的
美
術
の
衰
微
を
憂

え
、
保
護
を
訴
え
る
人
が
現
わ
れ
た
が
、
国
政
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
前
述

の
文
部
省
博
物
局
は
明
治
六
年
に
は
博
覧
会
事
務
局
に
統
合
さ
れ
、
古
器
物
保

護
の
啓
蒙
の
た
め
の
博
覧
会
を
開
い
た
り
し
て
は
い
た
が
、
同
八
年
、
博
覧
会

事
務
局
が
内
務
省
所
管
と
な
り
博
物
館
と
改
称
さ
れ
た
の
ち
は
、
古
器
物
保
護

の
業
務
は
片
隅
へ
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
町
田
久
成
や
蛾
川
式
胤
の
よ
う

に
正
倉
院
御
物
や
古
社
寺
宝
物
の
保
存
策
を
講
じ
る
よ
う
訴
え
る
人
た
ち
は
い

た
が
、
政
府
当
局
の
関
心
を
引
く
に
至
ら
ず
、
そ
の
間
に
文
化
財
の
散
侠
、
海

四
年
の
第
二
回
博
閉
会
の
と
き
で
あ
る
か
ら
、

ろ
う
。
ー
編
者
註
〕
、

の
一
例
を
暴
げ
ま
す
れ
ば
、
彼
の
有
名
な
る
加
納
夏
雄
の
彫
刻
の
如
き

は
、
蕉
幕
時
代
に
製
作
せ
ら
れ
た
も
の
と
、
此
の
博
覧
會
へ
出
品
せ
ら
れ

た
物
と
を
比
較
す
る
に
、
宜
に
別
人
の
手
に
成
っ
た
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど

劣
つ
て
居
り
ま
し
た
〔
加
納
夏
雄
の
内
国
勧
業
博
究
会
へ
の
初
出
品
は
明
治
十

富
国
策
の
推
進
者
で
あ
る
官
僚
た
ち
の
間
に
は
右
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
を

打
開
す
る
た
め
に
民
間
ベ
ー
ス
で
活
動
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
、

そ
の
結
果
、
明
治
十
二
年
三
月
に
龍
池
会
が
結
成
さ
れ
た
。
会
名
は
上
野
不
忍

池
畔
の
天
龍
山
生
池
院
で
初
会
を
開
い
た
こ
と
に
因
む
。
会
頭
は
佐
野
常
民

（
元
老
院
議
官
）
、
副
会
頭
は
前
出
の
河
瀬
秀
治
（
大
蔵
省
大
書
記
官
商
務
局
長
）

で
、
両
者
は
と
も
に
ウ
ィ
ー
ソ
万
国
博
覧
会
以
来
、
相
前
後
し
て
海
外
博
覧
会

参
加
の
指
揮
に
あ
た
っ
た
官
僚
で
あ
り
美
術
愛
好
家
で
あ
っ
た
。
当
初
の
会
員

は
二
十
六
名
で
、
大
半
は
官
僚
と
輸
出
業
者
が
占
め
て
い
た
。
彼
ら
は
毎
月
不

忍
池
弁
天
の
社
内
に
古
美
術
品
を
持
ち
寄

っ
て
評
論
会
を
開
い
た
。
翌
十
三
年

六
月
に
は
機
関
誌

『
工
芸
叢
談
』
を
創
刊
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小
さ
い
団

体
で
あ
っ
た
が
、
佐
野
会
頭
は
こ
の
十
三
年
二
月
に
大
蔵
卿
に
就
任
し
て
お

り
、
会
の
前
途
は
洋
々
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
か
く
て
、
日
本
画
各
派
の
画
家

た
ち
も
次
々
と
入
会
し
、
年
を
逐
っ
て
発
展
し
、
明
治
二
十
年
に
は
日
本
美
術

協
会
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
会
結
成
よ
り
二
年
後
に
は
姉
妹
団
体
と
も
言
う
べ
き
彫
刻
競
技
会

（
会
頭
河
瀬
秀
治
）
も
発
足
し
て
い
る
。

こ
れ
は
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
を

契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
勧
工
会
と
称
す
る
彫
エ
、
製
造
販
売
業
者
ら
の
組
織
が

発
展
し
た
も
の
で
、
の
ち
に
伝
統
的
彫
刻
家
の
全
国
的
組
織
で
あ
る
彫
工
会
と

な
り
、
最
終
的
に
は
日
本
美
術
協
会
に
吸
収
さ
れ
る
。

さ
て
、
明
治
十
年
代
に
は
一
般
に
従
来
の
極
端
な
欧
化
主
義
に
対
す
る
反
発

と
し
て
の
国
粋
主
義
的
動
向
が
現
れ
、
二
十
年
代
、
そ
れ
が
著
し
い
興
隆
を
示

龍

池

会
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す
が
、
そ
う
し
た
時
流
に
乗
っ
て
龍
池
会
は
急
速
に
勢
力
を
拡
大
し
て
行
っ

た
。
そ
し
て
同
時
に
、
も
と
も
と
同
会
が
備
え
て
い
た
政
治
的
性
格
を
強
く
打

ち
出
し
、
伝
統
美
術
保
存
と
輸
出
拡
大
を
結
び
つ
け
た
奨
励
方
針
を
国
政
に
も

反
映
さ
せ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
反
映
の
第
一
は
明
治
十
三
年
に
政
府
が
観

古
美
術
会
を
開
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
今
の
美
術
工
芸
が
往
昔
の
栄
光

を
と
り
戻
す
こ
と
を
願
っ
て
エ
人
に
古
美
術
を
知
る
機
会
を
与
え
よ
う
と
の
趣

旨
で
開
か
れ
た
展
覧
会
で
あ
っ
た
が
、

時
宜
を
得
て
会
場
の
博
物
局
出
張
所

（
上
野
）
に
は
大
勢
の
観
衆
が
つ
め
か
け
た
よ
う
で
あ
る
。

次
い
で
翌
十
四
年
に
は
上
野
で
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
開
か
れ
た
。
龍

池
会
の
佐
野
会
頭
は
そ
の
副
総
裁
と
審
査
総
長
を
つ
と
め
、
美
術
の
審
査
員
の

多
く
は
龍
池
会
員
で
あ
っ
た
。
絵
画
の
領
域
で
は
や
は
り
洋
画
が
盛
ん
で
、
そ

の
出
品
数
は
前
回
よ
り
増
え
、
な
か
で
も
工
部
美
術
学
校
の
教
師
や
生
徒
の
出

品
が
観
衆
の
注
目
を
集
め
た
の
に
対
し
、
日
本
画
の
沈
滞
振
り
は
覆
い
難
く
、

特
に
洋
画
の
表
現
法
を
採
り
入
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
局
者
を
大

い
に
悩
ま
せ
た
。
審
査
員
の
総
意
に
基
づ
く
審
査
報
告
書
は
そ
の
傾
向
を
邪
道

で
あ
る
と
い
い
き
っ
て
い
る
。
顧
問
の
ワ
グ
ネ
ル
も
前
回
の
と
き
よ
り
も
語
調

を
強
め
、
日
本
人
が
油
絵
に
眩
惑
し
て
純
粋
な
日
本
画
法
を
失
う
の
は
国
家
の

面
目
を
汚
し
、
国
家
の
実
利
（
外
貨
獲
得
）
を
害
す
る
行
為
で
あ
る
と
非
難
し

て
い
る
。
し
か
も
、
ワ
グ
ネ
ル
は
非
難
の
み
に
終
ら
ず
、
と
る
べ
き
対
策
と
し

て
日
本
画
術
の
学
校
の
設
置
を
も
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
美
術
学
校

設
立
の
気
運
を
呼
び
起
こ
す
端
緒
と
な
り
、
ひ
い
て
は
東
京
美
術
学
校
設
立
の

遠
因
と
も
な
っ
た
注
目
す
べ
き
提
案
で
あ
っ
た
の
で
、
重
要
な
部
分
を
次
に
掲

げ
て
お
く
。

油
箱
ハ
本
會
二
於
テ
場
匪
ノ
多
分
ヲ
占
メ
タ
リ
之
二
反
シ
テ
日
本
固
有
ノ

画
ハ
較
々
少
シ
其
油
箱
ヲ
検
按
ス
ル
ニ
大
率
甚
夕
醜
悪
ニ
シ
テ
営
二
美
術

品
卜
視
認
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
ク
然
リ
抑
此
縮
卜
日
本
固
有
ノ
画
ト
ノ
闘

係
ハ
殊
二
緊
要
ノ
一
問
題
ナ
リ
故
ヲ
以
テ
予
ハ
聯
力
下
二
見
ル
所
ヲ
具
七

抑
油
綸
ノ
術
日
本
二
博
ハ
リ
シ
以
来
日
猶
ホ
浅
ク
之
ヲ
攻
研
ス
ル
未
夕
精

ナ
ラ
ス
ト
雖
モ
或
ハ
成
績
ノ
観
ル
ヘ
キ
ア
ル
ハ
予
力
曽
テ
肯
許
ス
ル
所
ナ

リ
又
如
シ
日
本
画
家
ヲ
シ
テ
獣
洲
二
行
キ
テ
此
術
ヲ
切
磋
シ
為
メ
ニ
敷
年

ヲ
費
サ
シ
メ
ハ
党
二
油
給
ノ
奥
蘊
ヲ
蘭
キ
極
メ
テ
高
手
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
ハ

予
力
曽
テ
疑
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
然
リ
ト
雖
圧
個
シ
事
理
ヲ
辮
明
ス
ル
日
本
人

ニ
シ
テ
此
新
様
ノ
画
風
二
眩
惑
、
ソ
翻
テ
純
粋
タ
ル
日
本
着
色
ノ
古
規
ヲ
蔑

焉
シ
若
ク
ハ
忽
諸
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
ラ
ハ
國
家
ノ
為
メ
断
シ
テ
一
大
不

幸
ナ
リ
ト
云
ハ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
是
レ
帝
二
闊
家
ノ
面
目
ヲ
汚
カ
ス
ノ

ミ
ナ
ラ
ス
更
二
國
家
ノ
賓
利
ヲ
害
ス
ル
ヤ
照
々
乎
ト
シ
テ
夫
レ
明
ナ
リ

〔
中
略
。
こ
の
問
、
美
術
は
最
も
高
尚
な
る
人
文
の
放
験
で
あ
っ
て
、
泰
西
諸
国

で
は
博
物
館
や
博
究
会
、
学
校
を
設
け
て
そ
の
振
興
に
つ
と
め
て
い
る
ほ
ど
だ
か

ら
、
独
自
の
優
れ
た
美
術
を
有
す
る
日
本
は
保
護
奨
励
に
尽
く
す
べ
ぎ
で
あ
り
、

特
に
日
本
画
法
は
描
写
法
、
用
材
と
も
に
一
般
人
民
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
く
、

そ
れ
が
結
果
と
し
て
各
般
の
製
造
品
を
美
的
に
し
て
品
位
あ
る
も
の
た
ら
し
め
て

い
る
の
だ
か
ら
、
大
い
に
保
設
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。〕

是
二
於
テ
之
ヲ
観
ル
ニ
日
本
霊
術
ノ
緊
要
ナ
ル

7
既
二
已
二
明
ニ
シ
テ
之

カ
保
護
ノ
計
敢
テ
忽
カ
セ
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
瞭
了
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
シ
蓋

シ
政
府
モ
亦
ク
之
ヵ
責
メ
ニ
営
ラ
ス
ソ
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
其
外
風
ノ
聾
術

學
校
ヲ
設
立
セ
ル
ハ
敢
テ
非
議
ス
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ

日
本
甕
術
ノ
學
校
ヲ

ン
ト
ス
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起
サ
、
ル
ハ
則
チ
非
議
ス
ヘ
シ
予
ヵ
曾
テ
聞
ク
所
二
由
レ
ハ
其
官
立
二
係

ル
ハ
西
京
二
在
ル
所
ノ
ー
ニ
過
キ
ス
却
テ
外
風
ノ
圏
學
ハ
往
々
諸
小
學
校

ノ
課
程
中
二
加
ハ
リ
現
二
其
製
圏
ヲ
出
展
ス
ル
モ
ノ
音
ニ
ニ
＿
―
-
四
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
日
本
ノ
學
者
藝
術
者
及
ヒ
好
美
者
等
ハ
之
ヲ
視
来
リ
テ
何
等
ノ
評
ヲ

下
セ
シ
ャ
予
ハ
切
二
此
説
ヲ
聞
カ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
抑
予
力
考
フ
ル
所
ヲ

以
テ
ス
ル
ニ
岡
學
ハ
宜
ク
各
學
校
二
於
テ
之
ヲ
教
フ
ヘ
シ
然
ル
モ
予
力
所

謂
聾
學
ト
ハ
醜
拙
ナ
ル
外
國
ノ
摸
本
二
則
ト
リ
疎
紙
疎
鉛
筆
ヲ
以
テ
描
聾

ス
ル
ヲ
云
フ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
却
テ
日
本
ノ
筆
墨
ヲ
以
テ
日
本
紙
上
二
揮

甕
ス
ル
ヲ
云
フ
ナ
リ
〔
下
略
〕

（
「
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
報
告
書
附
録
」

『明
治
美
術
基
礎
資
料
集
』
前
出
）

な
お
、
こ
の
勧
業
博
覧
会
の
会
期
に
合
わ
せ
て
第
二
回
観
古
美
術
会
が
開
催

さ
れ
盛
況
を
お
さ
め
た
が
、
こ
の
回
よ
り
龍
池
会
が
主
催
す
る
こ
と
に
な
り
、

以
後
、
農
商
務
省
の
補
助
を
受
け
な
が
ら
明
治
十
七
年
の
第
五
回
に
至
る
ま
で

毎
年
展
観
を
行
っ
て
古
美
術
に
対
す
る
一
般
の
関
心
を
た
か
ま
ら
せ
た
。
特
に

明
治
十
五
年
の
第
三
回
（
浅
草
東
本
願
寺
）
の
際
に
は
明
治
天
皇
の
行
幸
が
あ
っ

た
だ
け
で
な
く
、

会
期
中
に
文
部
卿
福
岡
孝
弟
（
天
保
六
年
1
大
正
八
年
）
を
は

じ
め
と
す
る
政
府
要
人
た
ち
を
も
招
い
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
演
会
（
上
野
公
園

教
育
博
物
館
観
書
室
）
を
開
き
、
さ
ら
に
龍
池
会
は
講
演
の
和
訳
『
美
術
真
説
』

の
全
国
頒
布
を
行
う
な
ど
、
活
動
に
一
段
と
盛
上
り
を
み
せ
た
。

フ

ェ
ノ
ロ
サ
と

『
美
術
真
説
』

『
美
術
真
説
』
は
龍
池
会
の
伝
統
美
術
復
興
路
線
が
大
き
く
前
進
す
る
契
機

と
な
り
、
ま
た
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
美
術
運
動
を
展
開
し
は
じ
め
る
起
点
と
も
な

っ
た
。
そ
の
歴
史
的
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
内
容
に
触
れ
る
前
に
、
こ
こ
で

ま
ず
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
略
歴
を
紹
介
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
初
代
駐
日
イ
ギ
リ
ス
公
使
。
『
日

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
明
治
十
一
年
に
東
京
大
学
の
政
治
学
、
理
財
学
、
哲
学
担
当

教
師
と
し
て
来
日
し
た
。
近
代
化
を
急
ぐ
明
治
政
府
は
並
外
れ
た
高
給
を
も
っ

て
先
進
諸
国
か
ら
多
数
の
人
材
を
呼
び
寄
せ
、
諸
般
の
指
濁
に
あ
た
ら
せ
た
の

で
あ
る
が
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
そ
う
し
た
お
雇
い
外
国
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼

は
一
八
五
三
年
に
ア
メ
リ
カ
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
セ
ー
ラ
ム
に
ス
ペ
イ
ソ

人
移
民
の
音
楽
家
を
父
と
し
て
生
ま
れ
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
哲
学
を
専
攻

し
、
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
た
。
そ
の
後
、
大
学
院
も
修
了
し
、

一
時
ュ
ニ
テ

リ
ア
ソ
神
学
校
に
通
学
。
も
と
も
と
美
術
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
彼
は
ボ
ス
ト

ソ
美
術
館
附
設
の
絵
画
学
校
で
油
絵
も
学
ん
で
い
る
。
二
十
五
歳
の
と
き
、
東

京
大
学
で
明
治
十
年
か
ら
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
生
物
学
者
モ
ー
ス

(E
d
w
a
r
d

S
y
l
v
e
s
te
r
 M
o
r
s
e
,
 18

3

8

~
1
9
2
5
)

の
斡
ザ
旋
で
同
大
学
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な

り
、
新
婚
の
妻
を
連
れ
て
来
日
し
た
。
明
治
十
一
年
八
月
か
ら
同
十
九
年
八
月

ま
で
の
八
年
間
、

同
大
学
に
在
職
し
た
が
、

そ
の
間
の
教
え
子
に
和
田
垣
謙

―
―
-
•

井
上
哲
二
郎
・

木
場
貞
長
・

岡
倉
覚

一―
-•
千
頭
清
臣
・

都
築
馨
六
・

坪
井
久

馬
三

・
嘉
納
治
五
郎

・
牧
野
伸
顕

・
有
賀
長
雄

・
市
島
謙
吉

・
高
田
早
苗

・
坪

内
逍
遥
・

三
宅
雪
嶺
・

穂
積
八
束

・

阪
谷
芳
郎
•

井
上
円
了
・

一
木
喜
徳
郎
・

岡
田
良
平

・
棚
橋
一
郎
等
々
が
い
る
。
美
術
に
関
心
の
深
い
彼
は
着
任
早
々
、

先
輩
の
在
日
外
国
人
た
ち
の
古
美
術
品
蒐
集
熱
に
触
発
さ
れ
て
、
自
分
も
蒐
集

や
研
究
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
は
じ
め
は
ア
ソ
ダ
ス
ン
（
イ
ギ
リ
ス
人
医

師
。
『
日
本
絵
画
史
』
の
著
者
）

・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

本
の
美
術
と
工
芸
』
の
著
者
）

・
モ
ー
ス
（
前
出
。
日
本
陶
器
蒐
集
家
と
し
て
も
有
名
）
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